
 

議案第３号 

 

平成２０年度さいたま市一般会計補正予算（第６号）  
 

 平成２０年度さいたま市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３７５，５９９千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４０３，９３０，０９２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  平成２１年２月３日提出 

 

                           さいたま市長  相 川 宗 一 











第２表

変　更 （単位　千円）

総 額 年度 年 割 額 総 額 年度 年 割 額

１９ 161,753 １９ 161,753

２０ 117,023 ２０ 61,267

１９ 66,500 １９ 66,500

２０ 230,500 ２０ 139,300

２１ 135,700 ２１ 87,150

１９ 93,400 １９ 93,400

２０ 676,600 ２０ 588,458

１９ 969,806 １９ 969,806

２０ 1,484,709 ２０ 1,454,711

２０ 413,000 ２０ 371,496

２１ 962,000 ２１ 876,822

小学校
費

２ 総務費

８ 土木費

10 教育費 ２

１
総務管
理費

292,950

７ 住宅費
市 営 春 野 団 地
第３期建設事業

770,000

２ 企画費
基 幹 系 住 民
記 録 シ ス テ ム
開 発 事 業

432,700

1,375,000 1,248,318
桜 木 小 学 校
校 舎 改 築 事 業

人事・給与シス
テム再構築事業

278,776 223,020

2,424,517
つ ば さ 小 学 校
建 設 事 業

2,454,515

681,858

継　　続　　費　　補　　正　

補 正 後
款 事 業 名

補 正 前
項



第 ３ 表

（単位  千円）

事     業     名 金   額

文化センター等管理運営事業 140,000

（仮称）岩槻人形会館整備事業 47,800

2 企画費 （仮称）サッカーミュージアム整備事業 16,000

2 障害者福祉費 障害者施設整備事業 280,892

3 老人福祉費 老人福祉施設等施設建設補助事業 153,846

4 児童福祉費 放課後児童健全育成施設整備事業 1,817

2 清掃費 新クリーンセンター整備事業 12,600

3 環境対策費 環境保全政策推進事業 75,000

道路維持事業 203,846

道路整備事業 194,791

道路新設改良事業 727,900

橋りょう維持・整備事業 863,089

交通安全施設整備事業 556,052

河川維持管理事業 115,450

河川改修事業 830,769

排水路建設事業 193,500

交通バリアフリー推進事業 67,000

川越線日進・指扇駅間新駅設置事業 2,157,940

日進駅周辺まちづくり推進事業 1,432,900

大宮駅東口都市再生プラン推進事業 40,000

街路事業 4,704,569

鉄道高架推進事業 100,000

都市公園等整備事業 112,000

繰    越    明    許    費

款 項

2 総  務  費

道路橋りょう費2

3 河川費

3 民  生  費

8 土  木  費

4 衛  生  費

1 総務管理費

4 都市計画費



（単位  千円）

事     業     名 金   額

市街地再開発推進事業 264,016

武蔵浦和駅第１街区市街地再開発事業 137,540

組合施行等土地区画整理支援事業 339,024

浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業 727,435

与野駅西口土地区画整理事業 22,194

岩槻駅西口土地区画整理事業 93,000

2 小学校費 耐震補強事業 125,580

3 中学校費 耐震補強事業 157,300

4 高等学校費 耐震補強事業 10,720

項

教  育  費10

款

6
土地区画整理
費

8 土  木  費

5
市街地再開発
事業費



第４表

１　追　加

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。ただし、市財政

の都合により据置期間及び償

還期間を短縮し、もしくは繰

上償還又は低利に借換えする

ことができる。

２　変  更

政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものに

よる。ただし、

市財政の都合に

より据置期間及

び償還期間を短

縮し、もしくは

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内

財 政 管 理 事 業 72,900

塵 芥 処 理 事 業 55,200

環 境 対 策 総 務 事 業 67,100

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法

生活文化
施設整備
事業

714,245 709,545

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0 ％
以 内

2,012,400

2,900

10,30020,700

区政総務
事業

地　　方 　債 　補 　正

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法

（単位　千円）

償 還 の 方 法起債の方法 利 率利 率 償 還 の 方 法 限 度 額

道路新設
改良事業

2,518,900

324,500

児童福祉
施設整備
事業

185,600

道路維持
事業

防災総務
事業

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）1,131,300

261,900

345,100

112,500

老人福祉
施設整備
事業

1,131,200



政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものに

よる。ただし、

市財政の都合に

より据置期間及

び償還期間を短

縮し、もしくは

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。

交通安全
施設整備
事業

762,600 416,300

2,002,200

都市下水
路整備事
業

196,600 211,900

都市整備
事業

河川改良
事業

1,397,200

（単位　千円）

1,864,600 （ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

3,062,240 3,493,940

141,200

償 還 の 方 法

1,844,000 1,974,700

187,800

2,942,100 3,075,400

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率

街路整備
事業

1,253,100

市街地再
開発事業

緑化推進
事業

合併支援
街路整備
事業

公園整備
事業

1,047,760 1,750,160

合併支援
道路整備
事業

522,700 524,600

橋りょう
維持事業

279,000 198,100

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0 ％
以 内



政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものに

よる。ただし、

市財政の都合に

より据置期間及

び償還期間を短

縮し、もしくは

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。
45,500

臨時財政
対策債

10,842,000 11,051,171

高等学校
建設事業

110,400

学校保健
事業

182,000 321,600

（単位　千円）

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

小学校建
設事業

2,194,733 1,844,233

土地区画
整理事業

1,253,900 1,245,700

住宅建設
事業

454,229 363,929

中学校建
設事業

633,684 723,384

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0 ％
以 内

消防施設
整備事業

354,113 607,913


